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されているが、まち・ひと・しごと創生法には基づいて
いない。地方創生道整備推進交付金も同様である。
【計画】
同法第８条で、国に策定が義務付けられた計画とし

て、まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、総合戦略と
する）がある。最初の総合戦略は2014年12月に閣議
決定され、その期間が５年の計画なので、現在は、第
２期の総合戦略が推進されている。
最初の総合戦略を策定した後、国では毎年６月に
総合戦略の基本方針、12月に改訂版を策定し、時流
の変化に対応してきた。しかし、最新の総合戦略の基
本方針は、2021年６月閣議決定の「まち・ひと・しごと
創生基本方針2021」で、最新の総合戦略の改訂版
は、2020年12月閣議決定の第２期「まち・ひと・しごと
創生総合戦略」（2020改訂版）である。策定が途切
れているのは、デジタル田園都市国家構想への移行
のためと考えられる。
同法９、10条で策定が努力義務とされる都道府県、
市区町村のまち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、地
方版総合戦略とする）は、ほぼ全ての都道府県と市区
町村が策定し、現在は、国の第２期の総合戦略を勘案
し見直した地方版総合戦略が推進されている。
【予算】
地方創生関連予算としては、地方創生推進交付金

と地方創生拠点整備交付金がある。前者の令和４年
度当初予算額は532億円、後者は70億円である。
地域再生制度に基づき、地方版総合戦略に掲載

されている事業について地方自治体に交付されて
きた。
【組織】
同法11条によりまち・ひと・しごと創生本部が内閣

に、その下に、まち・ひと・しごと創生本部事務局（地方
創生の企画・立案、総合調整）と内閣府地方創生推
進事務局（地方創生に関する法律・予算・制度の運
用）が置かれた。
なお、地方創生に関する全般または特定の課題に
ついて調査審議、検討等のため「まち・ひと・しごと創

はじめに
「年内を目途に、国においてまち・ひと・しごと創生
総合戦略を抜本的に改訂し、デジタル田園都市国家
構想総合戦略（仮称）を策定する」ことが示されたデ
ジタル田園都市国家構想基本方針（以下、基本方針
とする）が、2022年６月７日に閣議決定された。まち・
ひと・しごと創生（地方創生）が、デジタル田園都市国
家構想に置き換わることが正式に表明されたことに
なる。この時点で、地方創生の経緯と成果について振
り返り、デジタル田園都市国家構想への展開につい
て論じたい。

安倍政権の地方創生（２０１４年９月～２０２０年９月）
【地方創生のきっかけ】
地方創生は、安倍政権の主要政策だが、民間団体

の提言をきっかけとする。2014年５月に公表された日
本創成会議・人口減少問題検討分科会（座長：増田
寛也東京大学大学院客員教授）提言「ストップ少子
化・地方元気戦略」である。その中で「地方から大都
市（東京圏）への若者（男女）の流出は、人口減少に
拍車をかけている」として以下の図が示されている。

岸田内閣（２０２１年１０月～）のデジタル田園都市国家構想
デジタル田園都市国家構想は、岸田内閣が提唱す

る「新しい資本主義」の重要な柱の一つとされる。
地方創生と比較できるよう同じ項目で整理する。

【法律】
基本方針では、まち・ひと・しごと創生法の枠組みを
有効に活用するとしており、2022年10月からの第
201回国会では同法の改正はされない見込みである。
【予算】
関連予算としては、デジタル田園都市国家構想推
進交付金が、令和３年補正予算で200億円が計上さ
れた。さらに令和５年度の概算要求として1,200億円
と「デジタル田園都市国家構想の実現を加速化する
ための経費」が事項要求されている。
基本方針では、地方創生推進交付金、地方創生拠
点整備交付金及びデジタル田園都市国家構想推進
交付金を、新たに「デジタル田園都市国家構想交付
金」として位置付け、デジタル田園都市国家構想によ
る地方の活性化に向けた支援を進める、としている。
【組織】
2022年10月末時点では、内閣官房デジタル田園
都市国家構想実現会議事務局（地方創生の企画・立
案、総合調整）と内閣府地方創生推進事務局（地方
創生に関する法律・予算・制度の運用）が設置されて
いる。
デジタル田園都市国家構想実現会議（設置は内閣
総理大臣決裁による）が2021年11月から2022年６
月まで８回開催され、基本方針（案）がまとめられた（６
月９日閣議決定）。９月29日開催の第９回ではデジタ
ル田園都市国家構想総合戦略（仮称）の策定方針等
が議論された。
【計画】
基本方針では、年内（２０２２年中）を目途に国にお

いて、まち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改訂
し、デジタル田園都市国家構想総合戦略（仮称）を策
定する、その際、デジタル技術を活用し日本全体の改
造等に取り組むことにより、構想を実現するための中

長期的な取組の基本的な方向を提示する、とし、地方
は改訂された国の総合戦略に基づき、コロナ禍やデ
ジタル技術の浸透・進展など時宜を踏まえて、目指す
べき地域像を再構築し、地方版総合戦略を改訂する
よう努め、具体的な地方活性化の取組を果敢に推進
する、とある（以下、改訂された地方版総合戦略を、改
訂地方版総合戦略とする）。

デジタル田園都市国家構想と地方創生の関係
第１回デジタル田園都市国家構想実現会議におい

て、地方創生の端緒をつくり、その後の経過を多くの
会議の委員等として見てきた増田寛也氏（肩書は日
本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長）は「これ
まで歴代内閣が地方創生を進めてまいりましたけれど
も、地方での仕事づくり、それから医療や教育の質の
向上というのは、なかなか困難でありまして、結局、東
京への一極集中を生んできたと、こういう実態がござ
います。しかし、デジタル技術でこうした隘路が解決を
される」と、デジタル技術に期待を示した。「岸田内閣
がデジタルと地方創生をかけ合わせて、デジタル田園
都市国家構想を推進するというのは、まさに時宜を得
た政策であると思います」とも発言している。
第９回会議への提出資料でも「デジタル田園都市
国家構想は地方創生の新たな旗印」と地方創生との
連続性を強調している。この観点からは、デジタル技
術は、地方創生への再チャレンジのツールといえる。
基本方針において、デジタル田園都市国家構想の
実現に向けた方向性・取組方針として、（１）デジタル
の力を活用した地方の社会課題解決、との柱の下に、
①地方に仕事をつくる、②人の流れをつくる、③結婚・
出産・子育ての希望をかなえる、④魅力的な地域をつ
くる、という４つの類型に分類して、取組を推進すると
している。この４つの類型は、国の総合戦略の４つの
基本目標に対応し、デジタル技術により地方創生に取
り組むのならば（１）だけで十分かもしれない。しかし、
それに加えて（２）デジタル田園都市国家構想を支え
るハード・ソフトのデジタル基盤整備、（３）デジタル人

材の育成・確保、（４）誰一人取り残されないための取
組、が柱としてあげられている。　
それらは、デジタル社会形成のための基盤整備に
加え、人の教育と社会関係の変革ともいえる広い分
野に及んでいる。

そのような観点からは、デジタル田園都市国家構
想は、単に地方創生への手法を変えての再チャレンジ
ではなく、デジタル技術をテコにした社会変革計画と
も言える。基本方針に「日本全体の改造」とあるよう
に、デジタル田園都市国家構想は、国レベルでは日本
社会全体の、地方レベルでは地域社会全体のＤＸ（デ
ジタルトランスフォーメーション）計画といえるかもしれ
ない（ＤＸは「デジタル技術の導入を契機として、ビジ
ネスモデルやライフスタイル全体をより良い方向に変
革すること」とされる）。

自治体DX推進計画との関係
基本方針に示された改訂地方版総合戦略と、自治
体ＤＸ推進計画（2020年12月公表、2022年９月改
訂）との関係も整理しておきたい。
自治体ＤＸ推進計画は「デジタル・ガバメント実行
計画」（2020年12月閣議決定）における自治体関連
の各施策について、総務省が、自治体が重点的に取
り組むべき事項・内容を具体化するとともに、総務省
及び関係省庁による支援策等をとりまとめたもので
ある。重点取組事項として、①自治体の情報システム
の標準化・共通化、②マイナンバーカードの普及促進

③行政手続のオンライン化、④AI・RPAの利用推進、
⑤テレワークの推進、⑥セキュリティ対策の徹底、が
あげられ、行政内部と行政サービスのデジタル化に焦
点が絞られており、地域社会全体のＤＸ計画ともいえ
る改訂地方版総合戦略とは対象と範囲が異なる。

デジタル田園都市国家構想の実現への懸念
デジタル田園都市国家構想が、デジタル技術によ

る社会の変革を求める計画ならば、その実現には社
会的な合意と支持が不可欠と思われる。しかし、「デ
ジタル敗戦」後も、行政・民間両分野でデジタル技術
への期待や信頼が失われるような情報システム関
連のトラブルが相次いでおり、構想に対する逆風と
いえる。
また、基本方針の（２）デジタル田園都市国家構想
を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備、（３）デジ
タル人材の育成・確保、については全国で統一した基
準が必要なため、国主導で進むとしても、（４）誰一人
取り残されないための取組、にうたわれるデジタル推
進委員の展開（2022年度に全国２万人以上でスター
ト）や「地域ICTクラブ」の普及促進には、地方自治
体や地域の力が不可欠である。にもかかわらず、マイ
ナンバーカードの普及や情報システムの標準化・共通
化の推進のため、地方自治体の負担は既に重くなっ
ている。３年近くにわたる新型コロナウイルス感染症
の流行や、相次ぐ台風や豪雨などの自然災害により、
地方自治体や地域が疲弊していることも構想の実現
に対する懸念材料である。
さらに、比較的経済状況の良かったアベノミクス２
年目の2014年と異なり、円安、エネルギー価格・物価
高騰の対策に追われる現在の景況もマイナス要因と
いえる。
多くの課題はあるものの、デジタル田園都市国家
構想は、まだ、基本方針の段階であり、国には年内に
公表されるデジタル田園都市国家構想総合戦略（仮
称）と、地方自治体や社会に理解と参加を広げる取組
に期待したい。

地方創生から
デジタル田園都市国家構想へ

提言は「地方からの人口流出がこのまま続くと、人
口の再生産力を示す「若年女性（20～39歳）」が 
2040年までに50％以上減少する市町村が896（全
体の49.8％）にのぼると推計される。これらの市町村
は、いくら出生率が上がっても将来的には消滅するお
それが高い」と主張した。消滅可能性都市として市区
町村名が喧伝され、提言をまとめた増田寛也編「地
方消滅‐東京一極集中が招く人口急減」（中公新書）
はベストセラーとなり、新書大賞を獲得した。
【法律】
このような動きを受けて、2014年９月に、まち・ひと・

しごと創生本部が設置され（閣議決定）、同年11月に、
まち・ひと・しごと創生法が公布された。
まち・ひと・しごと創生法の目的は「我が国における
急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減
少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度
の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を
確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持し
ていくため」（第１条）とされている。
同条では「国民一人一人が夢や希望を持ち、潤い

のある豊かな生活を安心して営むことができる地域
社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材
の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会
の創出を一体的に推進すること」を「まち・ひと・しごと
創生」としているが、一般には「地方創生」がその同
義語として多用されている。「地方創生」は、その時点
では造語だったが、地方の振興全般を指す用語として
定着し、まち・ひと・しごと創生法に基づかない予算や
事業にも使われている。例えば、新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨時交付金は、2022年９月ま
でに16兆3,760億円が補正予算・予備費として計上
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生会議」「地方創生テレワーク推進に向けた検討会
議」「地域しごと創生会議」「わくわく地方生活実現
会議」「地域魅力創造有識者会議」などの会議が設
置されてきたが、それらの会議の構成員・委員を増田
寛也氏が歴任している。

地方創生の評価
約８年間取り組まれてきた地方創生であるが、その

目標を「人口の減少に歯止め」「東京圏への人口の
過度の集中を是正」とするならば、両方とも達成でき
ていない。出生数は減少を続け、2014年の100万人
から2021年の81万人に減少している。合計特殊出
生率は、同じく1.42から1.30に下がっている。東京都
と他県の労働生産性の格差（最大1.5倍）と賃金の格
差（最大1.6倍）が大きく（2018年）、東京圏転入超過
数は、81,699人(2021年)であり「東京圏と地方との
転出入均衡達成目標はいまだ達成できていない」（基
本方針）との評価である。さらに「地方には・・・産業空
洞化などの社会課題がある」（基本方針）との認識が
なされていることから、これまでの地方創生の取組は
厳しい評価を受けざるを得ない。

菅内閣（２０２０年９月～２０２１年１０月）のデジタル改革
菅内閣の主要政策は、デジタル改革である。2001
年のIT基本法に代わるデジタル社会形成基本法、デ
ジタル庁設置法を含むデジタル改革関連６法が、
2021年５月に成立し、同年９月から施行された。
国は、新型コロナウイルス感染症対策のシステムを
2020年４月から相次ぎ立ち上げたがトラブルが多数
発生し、それを後に初代デジタル庁長官となる平井デ
ジタル改革担当大臣は「デジタル敗戦」と呼んだ。菅
首相（当時）は「指摘されてきた課題を一挙に解決」し、
デジタルを「次の成長の原動力」にするとした。
岸田内閣のデジタル田園都市国家構想では「デジ

タルは・・・新しい付加価値を生み出す源泉でもある」
（基本方針）と位置付けるのは、この流れを汲んだも
のと言える。

人口移動（若年層中心、これまで３期※）

（超低出生率）（人口流出＋低出生率）

※第１期は1960～70年代の高度成長期、第２期は1980～90年代のバブル経済期、第３
期は2000年以降の製造業拠点の海外移転による地方経済悪化期。　

人口減少

地方 3大都市（特に東京圏）

少子化（結婚行動、出産力）

埼玉県は人口減少が進むと予想されており、人口
減少が進むと、地域経済における生産・消費を支える
活力が失われていくこととなる。人口の変動要因には
死亡数と出生数の差による自然増減と、転出者数と
転入者数の差による社会増減がある。人口減少への
対応は、自然増を増やすことが基礎となるが、併せて
社会増を増やす取り組みも求められる。それには埼
玉県の魅力を高めていくことで、埼玉県で暮らしたい
という人を増やしていく必要がある。本稿では、子育
て世代を中心とした人口移動を考察するとともに、埼
玉県の魅力について考えたい。

埼玉県の総人口移動（転出者数と転入者数の合
計）のうち約40%が東京都間での移動であることか
ら、埼玉県の人口動向は東京都の人口移動の影響を
大きく受ける。そこで埼玉県と東京都間の人口移動
をみると、「子育て世代（25～44歳層）とその子供（0
～14歳層）の転入超過」と「若者（15～24歳層）の転
出超過」の２つの特徴がある。

①「暮らしやすさ」を求め、転入する子育て世代
2021年の埼玉県の転入超過数（転入者数-転出
者数）は、30～34歳層（4,182人）が最も多く、次いで

35～39歳層（2,760人）、0～4歳層（2,625人）、25～
29歳層（1,913人）、40～44歳層（1,431人）となって
いる。埼玉県は、子育て世代（25～44歳層）とその子
供（0～14歳層）を中心に転入超過の傾向にある。そ
の傾向はコロナ禍前から見られるが、コロナ禍(2020
年)以降より顕著となっている。
埼玉県は住みたい街(駅)としても、子育て世代から
注目度が高い。株式会社リクルートの調査によると
「住みたい街（駅）ランキング2022（首都圏版）」では、
大宮や浦和等が上位にランクインしている。さらに
「夫婦と子供世
帯」では、3位に
大宮、4位に浦和、
7位にさいたま新
都心、21位に川
越、31位に和光
市、38位に川口
がランクインして
おり、その順位は
全体と比較すると、
大宮の同順位を除いて上昇している。このことからも、
埼玉県は子育て世代からの人気が高いことが窺える。
埼玉県、特にさいたま市は、なぜ子育て世代から選

ばれるのだろうか。「令和3年度さいたま市民意識調
査」における「さいたま市民が今の地域を選んだ理
由」では、理由は大きく２つに分けられる。
１つ目は「生活（交通）の利便性」である。「交通の
便が良いから（31.5%）」、「買い物など生活に便利だ
から(18.3%)」、「都心に近いから（14.3%)」などが
挙げられている。
２つ目は「住環境の良さ」である。「周囲が静かで
落ち着けるから（13 .5%)」、「治安がよいから
（12.0%)」や、「住宅・家賃の価格が適していたから
（25.3%)」など住環境とその価格が挙げられている。
以上から、都心に近く通勤圏内であるなどの「生活

（交通)の利便性」や、自然豊かで長閑な地域も多く、

東京都と比較すると住居費も安価であるなどの「住
環境の良さ」を起因とした「暮らしやすさ」が子育て
世代から選ばれる理由といえる。

②就職を契機に転出する若者
2021年に転出超過を記録しているのは、若者(15

～24歳)のみである。これは進学や就職が理由と考え
られるが、転出超過数は進学が多い15～19歳層より
も、20～24歳層の方が多いため、就職が転出の主な
理由になっていると推測される。
では、東京都内等の企業への就職に伴い転出する
若者は、なぜ県内企業に就職をしないのであろうか。
株式会社マイナビの調査によると、地元就職を希望し
ない理由は、「都会の方が便利だから（41.4%）」が最
も多く、次いで「志望する企業がないから（36.1%）」、
「実家に住みたくない（離れたい）から（33.0%）」の回
答が多い。若者が東京都内等の企業へ就職する理由
は、若者の希望に見合う仕事が多いことに加えて、若
者の好む商業施設、交通網等の充実や地元から離れ
たい、若者の都会への憧れなどの心理的な要因も大
きいことが窺える。

これらのことから、コロナ禍における東京都の人口
移動には、子育て世代とその子供を中心とした転出
超過のトレンドがあり、コロナ禍は新しい生活様式の
普及等による都外への住み替え需要など、新たな人
口移動の要因を生み出したといえるだろう。　
2022年に入ると、緊急事態宣言の解除等の影響

もあり、その転出超過数は減少基調にあり、このトレ
ンドはコロナ禍終息に伴い、ある程度、落ち着いてい
くことが想定されるが、その後も都外への住み替え
需要は、一定数は存在していくと考えられる。

子育て世代とその子供は東京都からどこに転出
しているのだろうか。子供の人口移動から、子供と
その親となる子育て世代の転出先を見ていく。
2021年の東京都からの子供（0～14歳層）の転
出先をみると、転出者数が最も多いのは、神奈川県、
次いで埼玉県、千葉県となっている。この3県への
転出者数の合計は、東京都の子供の転出者数の
約52％を占める。　
また、東京都から3県への子供の各転出者数の
推移はコロナ禍以降、増加している。その要因は、
さいたま市が「交通（生活）の利便性」や「住環境の
良さ」を理由に選ばれているように、東京都に近い
という「交通（生活）の利便性」と新しい生活様式
や子育てを背景に、長閑で落ち着ける環境、部屋の
広さ、安価な住居費等の「住環境の良さ」など、居
住地としての「暮らしやすさ」求めて、3県に転出し

東京都の人口移動は、コロナ禍で変化が見られる。
その変化は埼玉県の人口動向にも影響するため、次
に東京都の人口移動を見てみよう。
東京都の全国からの転入超過数はコロナ禍以降、
大きく減少しており、東京都の人口一極集中が修正
されつつある。転出者数と転入者数に分けて見ると、
転出者数の増加と転入者数の減少が見られる。コロ
ナ禍により東京都への人口移動が抑制されたこと
（転入者数減）と、テレワークなど新しい生活様式の
普及により通勤頻度が少なくなるなどを理由に、都外
への住み替えが増えたこと（転出者数増）の双方が
転入超過数の減少に繋がっていると考えられる。

東京都ではコロナ禍以降、子育て世代となる30～
44歳層が転入超過から転出超過に転じており、転出
超過数は増加している。その子供（0～14歳層）も転
出超過にあり、特に0～4歳層の2021年の転出超過
数はコロナ禍前に比べ、2倍以上に拡大している。　
一方で、若者の転入超過数は減少しているものの、

コロナ禍以降も20～24歳層は5万人程度の転入超
過にあり、15～19歳層の2021年の転入超過数は、
コロナ禍前の水準近くまで回復している。若者の移
動は就職や進学、心理的な要因によることが多いこ
とから、コロナ禍においても転入超過は継続したと考
えられる。

ていることにあると考えられる。

埼玉県は就職や進学を理由に若者が東京都に転
出している一方で、子育て世代から居住地として選
ばれている。そしてコロナ禍以降、東京都からの子育
て世代の転入はより目立つようになり、その移動理由
のひとつは、埼玉県の「暮らしやすさ」である。　
埼玉県が人口減少の課題を乗り越えていくために

は、子育て世代の需要を捉えた暮らしやすい地域づ
くりをしていくことで、今後も継続して子育て世代から
選ばれることが重要である。
近年の子育て世代の特徴は、共働き世帯が増加し

ていることである。共働きの子育て世代にとって課題
となるのが、仕事と子育ての両立である。この両立が
図れないと仕事を辞めざるを得ないなど、経済的にも
暮らしに与える影響が大きい。子育て世代にとっての
暮らしやすさには、働きやすい地域づくりが欠かせな
いと考えられる。
これらを踏まえて、子育て世代が暮らしやすい埼玉
県の実現に向けた施策展開を考えてみたい。
①住環境の整備
子育て世代を呼び込むためには、子育て世代が暮

らしやすい住宅の供給と住環境の形成が必要である。
埼玉県は「子育て応援分譲住宅（マンション）認定
制度」において、間取りや近隣の環境など、子育てに

配慮した戸建分譲住宅団地やマンションの認定を行
うことで、子育てしやすい住環境の形成に取り組んで
いる。既に129棟（戸建分譲住宅団地77棟、マンショ
ン52棟）を認定しており、その情報を埼玉県HPで公
開している。
また子育ての観点からだけでなく、テレワーク等の
普及からも住環境へのニーズは拡大している。テレ
ワークは子育てと仕事の両立への寄与が期待される
が、子供がいる自宅では仕事に集中できる場所の確
保等が困難な場合があるなどの課題もある。これら
の課題を解消するためには、地域のテレワーク施設
の拡充や、その情報発信にも取り組む必要がある。
埼玉県ではテレワークポータルサイトを運営し、テレ
ワーク施設の情報を地域ごとに公開をしている。オ
フィスや自宅だけでなく、家の近所でも働ける環境を
整えることで職住近接が実現し、子育てと仕事の両
立が図れる住環境に繋がる。　
今後は、子育てだけでなくテレワーク等も考慮し、
仕事や子育ての両立が図れる住環境を実現していく
ことで、新しい生活様式の浸透による子育て世代の
住み替え需要を捉えていくことが重要である。
②保育サービスの充実
次に仕事と子育ての両立には、保育サービスの拡
充が重要である。保育サービスの充実度合は仕事の
就業形態や進退に関わる大きな問題となるからだ。
埼玉県の保育所の待機児童数は296人（令和4年4
月1日時点）で、4年連続減少しており解消されつつ
ある。一方で就業形態の多様化から、保育時間など
保育サービスへのニーズは拡大している。今後は保
育サービスの量の拡充とともに、多様なニーズに対
応できるよう質の拡充も求められる。
埼玉県は、地域の保育所における多様な保育

サービスを推進するために、市町村が実施する「延
長保育促進事業」や「一時預かり事業」の経費の
一部を補助している。また市町村では、さいたま市
や川越市、越谷市等で設置している「送迎保育ス

テーション」が注目をされている。これは駅前などに
待機室としての保育室を設置して、そこから専用バ
スで複数の保育所への送迎と、それに伴う保育を
提供する事業である。送迎の負担が軽減されるだ
けでなく、延長保育の役割も担うため、柔軟な働き
方が可能となる。
さらに、子育ては保育所を卒所した後も続く。そこ
で受け皿となるのが、放課後児童クラブである。こ
れは共働き等の家庭の小学生を対象に、労働等で
保護者が放課後や休日など家庭にいない場合に、
家庭に代わる生活の場を提供することで、仕事と子
育ての両立支援を図る施設である。ここでも待機児
童が課題となっている。埼玉県は市町村の施設整
備費の補助等を実施しているものの、令和3年度の
待機児童数は1,230人であり、施設整備は道半ば
の状況である。また一般的に保育所は19時まで開
所（延長保育含む）している施設が多いが、厚生労
働省によると、全国で18時30分以降も開所してい
る放課後児童クラブは全体の約60％に止まってい
る。このように保育所と比較すると拡充が遅れてい
る状況であるため、今後は子供が就学後も円滑に
仕事を続けられるよう放課後児童クラブの拡充が
より一層求められる。
以上のように、保育サービスを拡充していくことで、

自ら希望する働き方で仕事と子育て等の両立が図れ
る社会の実現が、子育て世代にとっての暮らしやす
い地域づくりに繋がると考える。

埼玉県の魅力は暮らしやすさにある。その魅力を
更に深化させていくためには、子育て世代が仕事と
子育て等のワークライフバランスの調和が図れる地
域づくりが求められる。暮らしやすい埼玉県を実現す
ることで、より多くの人に「住むなら埼玉県」と、埼玉
県を居住地に選んでもらうことが、将来予想されてい
る人口減少問題への対応の一助となるのではないだ
ろうか。　　　　　　　　　　　　　  （西嶋　拓）
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されているが、まち・ひと・しごと創生法には基づいて
いない。地方創生道整備推進交付金も同様である。
【計画】
同法第８条で、国に策定が義務付けられた計画とし

て、まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、総合戦略と
する）がある。最初の総合戦略は2014年12月に閣議
決定され、その期間が５年の計画なので、現在は、第
２期の総合戦略が推進されている。
最初の総合戦略を策定した後、国では毎年６月に
総合戦略の基本方針、12月に改訂版を策定し、時流
の変化に対応してきた。しかし、最新の総合戦略の基
本方針は、2021年６月閣議決定の「まち・ひと・しごと
創生基本方針2021」で、最新の総合戦略の改訂版
は、2020年12月閣議決定の第２期「まち・ひと・しごと
創生総合戦略」（2020改訂版）である。策定が途切
れているのは、デジタル田園都市国家構想への移行
のためと考えられる。
同法９、10条で策定が努力義務とされる都道府県、
市区町村のまち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、地
方版総合戦略とする）は、ほぼ全ての都道府県と市区
町村が策定し、現在は、国の第２期の総合戦略を勘案
し見直した地方版総合戦略が推進されている。
【予算】
地方創生関連予算としては、地方創生推進交付金

と地方創生拠点整備交付金がある。前者の令和４年
度当初予算額は532億円、後者は70億円である。
地域再生制度に基づき、地方版総合戦略に掲載

されている事業について地方自治体に交付されて
きた。
【組織】
同法11条によりまち・ひと・しごと創生本部が内閣

に、その下に、まち・ひと・しごと創生本部事務局（地方
創生の企画・立案、総合調整）と内閣府地方創生推
進事務局（地方創生に関する法律・予算・制度の運
用）が置かれた。
なお、地方創生に関する全般または特定の課題に
ついて調査審議、検討等のため「まち・ひと・しごと創

はじめに
「年内を目途に、国においてまち・ひと・しごと創生
総合戦略を抜本的に改訂し、デジタル田園都市国家
構想総合戦略（仮称）を策定する」ことが示されたデ
ジタル田園都市国家構想基本方針（以下、基本方針
とする）が、2022年６月７日に閣議決定された。まち・
ひと・しごと創生（地方創生）が、デジタル田園都市国
家構想に置き換わることが正式に表明されたことに
なる。この時点で、地方創生の経緯と成果について振
り返り、デジタル田園都市国家構想への展開につい
て論じたい。

安倍政権の地方創生（２０１４年９月～２０２０年９月）
【地方創生のきっかけ】
地方創生は、安倍政権の主要政策だが、民間団体

の提言をきっかけとする。2014年５月に公表された日
本創成会議・人口減少問題検討分科会（座長：増田
寛也東京大学大学院客員教授）提言「ストップ少子
化・地方元気戦略」である。その中で「地方から大都
市（東京圏）への若者（男女）の流出は、人口減少に
拍車をかけている」として以下の図が示されている。

岸田内閣（２０２１年１０月～）のデジタル田園都市国家構想
デジタル田園都市国家構想は、岸田内閣が提唱す

る「新しい資本主義」の重要な柱の一つとされる。
地方創生と比較できるよう同じ項目で整理する。

【法律】
基本方針では、まち・ひと・しごと創生法の枠組みを
有効に活用するとしており、2022年10月からの第
201回国会では同法の改正はされない見込みである。
【予算】
関連予算としては、デジタル田園都市国家構想推
進交付金が、令和３年補正予算で200億円が計上さ
れた。さらに令和５年度の概算要求として1,200億円
と「デジタル田園都市国家構想の実現を加速化する
ための経費」が事項要求されている。
基本方針では、地方創生推進交付金、地方創生拠
点整備交付金及びデジタル田園都市国家構想推進
交付金を、新たに「デジタル田園都市国家構想交付
金」として位置付け、デジタル田園都市国家構想によ
る地方の活性化に向けた支援を進める、としている。
【組織】
2022年10月末時点では、内閣官房デジタル田園
都市国家構想実現会議事務局（地方創生の企画・立
案、総合調整）と内閣府地方創生推進事務局（地方
創生に関する法律・予算・制度の運用）が設置されて
いる。
デジタル田園都市国家構想実現会議（設置は内閣
総理大臣決裁による）が2021年11月から2022年６
月まで８回開催され、基本方針（案）がまとめられた（６
月９日閣議決定）。９月29日開催の第９回ではデジタ
ル田園都市国家構想総合戦略（仮称）の策定方針等
が議論された。
【計画】
基本方針では、年内（２０２２年中）を目途に国にお

いて、まち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改訂
し、デジタル田園都市国家構想総合戦略（仮称）を策
定する、その際、デジタル技術を活用し日本全体の改
造等に取り組むことにより、構想を実現するための中

長期的な取組の基本的な方向を提示する、とし、地方
は改訂された国の総合戦略に基づき、コロナ禍やデ
ジタル技術の浸透・進展など時宜を踏まえて、目指す
べき地域像を再構築し、地方版総合戦略を改訂する
よう努め、具体的な地方活性化の取組を果敢に推進
する、とある（以下、改訂された地方版総合戦略を、改
訂地方版総合戦略とする）。

デジタル田園都市国家構想と地方創生の関係
第１回デジタル田園都市国家構想実現会議におい

て、地方創生の端緒をつくり、その後の経過を多くの
会議の委員等として見てきた増田寛也氏（肩書は日
本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長）は「これ
まで歴代内閣が地方創生を進めてまいりましたけれど
も、地方での仕事づくり、それから医療や教育の質の
向上というのは、なかなか困難でありまして、結局、東
京への一極集中を生んできたと、こういう実態がござ
います。しかし、デジタル技術でこうした隘路が解決を
される」と、デジタル技術に期待を示した。「岸田内閣
がデジタルと地方創生をかけ合わせて、デジタル田園
都市国家構想を推進するというのは、まさに時宜を得
た政策であると思います」とも発言している。
第９回会議への提出資料でも「デジタル田園都市
国家構想は地方創生の新たな旗印」と地方創生との
連続性を強調している。この観点からは、デジタル技
術は、地方創生への再チャレンジのツールといえる。
基本方針において、デジタル田園都市国家構想の
実現に向けた方向性・取組方針として、（１）デジタル
の力を活用した地方の社会課題解決、との柱の下に、
①地方に仕事をつくる、②人の流れをつくる、③結婚・
出産・子育ての希望をかなえる、④魅力的な地域をつ
くる、という４つの類型に分類して、取組を推進すると
している。この４つの類型は、国の総合戦略の４つの
基本目標に対応し、デジタル技術により地方創生に取
り組むのならば（１）だけで十分かもしれない。しかし、
それに加えて（２）デジタル田園都市国家構想を支え
るハード・ソフトのデジタル基盤整備、（３）デジタル人

材の育成・確保、（４）誰一人取り残されないための取
組、が柱としてあげられている。　
それらは、デジタル社会形成のための基盤整備に
加え、人の教育と社会関係の変革ともいえる広い分
野に及んでいる。

そのような観点からは、デジタル田園都市国家構
想は、単に地方創生への手法を変えての再チャレンジ
ではなく、デジタル技術をテコにした社会変革計画と
も言える。基本方針に「日本全体の改造」とあるよう
に、デジタル田園都市国家構想は、国レベルでは日本
社会全体の、地方レベルでは地域社会全体のＤＸ（デ
ジタルトランスフォーメーション）計画といえるかもしれ
ない（ＤＸは「デジタル技術の導入を契機として、ビジ
ネスモデルやライフスタイル全体をより良い方向に変
革すること」とされる）。

自治体DX推進計画との関係
基本方針に示された改訂地方版総合戦略と、自治
体ＤＸ推進計画（2020年12月公表、2022年９月改
訂）との関係も整理しておきたい。
自治体ＤＸ推進計画は「デジタル・ガバメント実行
計画」（2020年12月閣議決定）における自治体関連
の各施策について、総務省が、自治体が重点的に取
り組むべき事項・内容を具体化するとともに、総務省
及び関係省庁による支援策等をとりまとめたもので
ある。重点取組事項として、①自治体の情報システム
の標準化・共通化、②マイナンバーカードの普及促進

③行政手続のオンライン化、④AI・RPAの利用推進、
⑤テレワークの推進、⑥セキュリティ対策の徹底、が
あげられ、行政内部と行政サービスのデジタル化に焦
点が絞られており、地域社会全体のＤＸ計画ともいえ
る改訂地方版総合戦略とは対象と範囲が異なる。

デジタル田園都市国家構想の実現への懸念
デジタル田園都市国家構想が、デジタル技術によ

る社会の変革を求める計画ならば、その実現には社
会的な合意と支持が不可欠と思われる。しかし、「デ
ジタル敗戦」後も、行政・民間両分野でデジタル技術
への期待や信頼が失われるような情報システム関
連のトラブルが相次いでおり、構想に対する逆風と
いえる。
また、基本方針の（２）デジタル田園都市国家構想
を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備、（３）デジ
タル人材の育成・確保、については全国で統一した基
準が必要なため、国主導で進むとしても、（４）誰一人
取り残されないための取組、にうたわれるデジタル推
進委員の展開（2022年度に全国２万人以上でスター
ト）や「地域ICTクラブ」の普及促進には、地方自治
体や地域の力が不可欠である。にもかかわらず、マイ
ナンバーカードの普及や情報システムの標準化・共通
化の推進のため、地方自治体の負担は既に重くなっ
ている。３年近くにわたる新型コロナウイルス感染症
の流行や、相次ぐ台風や豪雨などの自然災害により、
地方自治体や地域が疲弊していることも構想の実現
に対する懸念材料である。
さらに、比較的経済状況の良かったアベノミクス２
年目の2014年と異なり、円安、エネルギー価格・物価
高騰の対策に追われる現在の景況もマイナス要因と
いえる。
多くの課題はあるものの、デジタル田園都市国家
構想は、まだ、基本方針の段階であり、国には年内に
公表されるデジタル田園都市国家構想総合戦略（仮
称）と、地方自治体や社会に理解と参加を広げる取組
に期待したい。

地方創生から
デジタル田園都市国家構想へ

提言は「地方からの人口流出がこのまま続くと、人
口の再生産力を示す「若年女性（20～39歳）」が 
2040年までに50％以上減少する市町村が896（全
体の49.8％）にのぼると推計される。これらの市町村
は、いくら出生率が上がっても将来的には消滅するお
それが高い」と主張した。消滅可能性都市として市区
町村名が喧伝され、提言をまとめた増田寛也編「地
方消滅‐東京一極集中が招く人口急減」（中公新書）
はベストセラーとなり、新書大賞を獲得した。
【法律】
このような動きを受けて、2014年９月に、まち・ひと・

しごと創生本部が設置され（閣議決定）、同年11月に、
まち・ひと・しごと創生法が公布された。
まち・ひと・しごと創生法の目的は「我が国における
急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減
少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度
の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を
確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持し
ていくため」（第１条）とされている。
同条では「国民一人一人が夢や希望を持ち、潤い

のある豊かな生活を安心して営むことができる地域
社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材
の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会
の創出を一体的に推進すること」を「まち・ひと・しごと
創生」としているが、一般には「地方創生」がその同
義語として多用されている。「地方創生」は、その時点
では造語だったが、地方の振興全般を指す用語として
定着し、まち・ひと・しごと創生法に基づかない予算や
事業にも使われている。例えば、新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨時交付金は、2022年９月ま
でに16兆3,760億円が補正予算・予備費として計上

主席研究員
萩原 淳司

生会議」「地方創生テレワーク推進に向けた検討会
議」「地域しごと創生会議」「わくわく地方生活実現
会議」「地域魅力創造有識者会議」などの会議が設
置されてきたが、それらの会議の構成員・委員を増田
寛也氏が歴任している。

地方創生の評価
約８年間取り組まれてきた地方創生であるが、その

目標を「人口の減少に歯止め」「東京圏への人口の
過度の集中を是正」とするならば、両方とも達成でき
ていない。出生数は減少を続け、2014年の100万人
から2021年の81万人に減少している。合計特殊出
生率は、同じく1.42から1.30に下がっている。東京都
と他県の労働生産性の格差（最大1.5倍）と賃金の格
差（最大1.6倍）が大きく（2018年）、東京圏転入超過
数は、81,699人(2021年)であり「東京圏と地方との
転出入均衡達成目標はいまだ達成できていない」（基
本方針）との評価である。さらに「地方には・・・産業空
洞化などの社会課題がある」（基本方針）との認識が
なされていることから、これまでの地方創生の取組は
厳しい評価を受けざるを得ない。

菅内閣（２０２０年９月～２０２１年１０月）のデジタル改革
菅内閣の主要政策は、デジタル改革である。2001
年のIT基本法に代わるデジタル社会形成基本法、デ
ジタル庁設置法を含むデジタル改革関連６法が、
2021年５月に成立し、同年９月から施行された。
国は、新型コロナウイルス感染症対策のシステムを
2020年４月から相次ぎ立ち上げたがトラブルが多数
発生し、それを後に初代デジタル庁長官となる平井デ
ジタル改革担当大臣は「デジタル敗戦」と呼んだ。菅
首相（当時）は「指摘されてきた課題を一挙に解決」し、
デジタルを「次の成長の原動力」にするとした。
岸田内閣のデジタル田園都市国家構想では「デジ

タルは・・・新しい付加価値を生み出す源泉でもある」
（基本方針）と位置付けるのは、この流れを汲んだも
のと言える。

人口移動（若年層中心、これまで３期※）

（超低出生率）（人口流出＋低出生率）

※第１期は1960～70年代の高度成長期、第２期は1980～90年代のバブル経済期、第３
期は2000年以降の製造業拠点の海外移転による地方経済悪化期。　

人口減少

地方 3大都市（特に東京圏）

少子化（結婚行動、出産力）

埼玉県は人口減少が進むと予想されており、人口
減少が進むと、地域経済における生産・消費を支える
活力が失われていくこととなる。人口の変動要因には
死亡数と出生数の差による自然増減と、転出者数と
転入者数の差による社会増減がある。人口減少への
対応は、自然増を増やすことが基礎となるが、併せて
社会増を増やす取り組みも求められる。それには埼
玉県の魅力を高めていくことで、埼玉県で暮らしたい
という人を増やしていく必要がある。本稿では、子育
て世代を中心とした人口移動を考察するとともに、埼
玉県の魅力について考えたい。

埼玉県の総人口移動（転出者数と転入者数の合
計）のうち約40%が東京都間での移動であることか
ら、埼玉県の人口動向は東京都の人口移動の影響を
大きく受ける。そこで埼玉県と東京都間の人口移動
をみると、「子育て世代（25～44歳層）とその子供（0
～14歳層）の転入超過」と「若者（15～24歳層）の転
出超過」の２つの特徴がある。

①「暮らしやすさ」を求め、転入する子育て世代
2021年の埼玉県の転入超過数（転入者数-転出
者数）は、30～34歳層（4,182人）が最も多く、次いで

35～39歳層（2,760人）、0～4歳層（2,625人）、25～
29歳層（1,913人）、40～44歳層（1,431人）となって
いる。埼玉県は、子育て世代（25～44歳層）とその子
供（0～14歳層）を中心に転入超過の傾向にある。そ
の傾向はコロナ禍前から見られるが、コロナ禍(2020
年)以降より顕著となっている。
埼玉県は住みたい街(駅)としても、子育て世代から
注目度が高い。株式会社リクルートの調査によると
「住みたい街（駅）ランキング2022（首都圏版）」では、
大宮や浦和等が上位にランクインしている。さらに
「夫婦と子供世
帯」では、3位に
大宮、4位に浦和、
7位にさいたま新
都心、21位に川
越、31位に和光
市、38位に川口
がランクインして
おり、その順位は
全体と比較すると、
大宮の同順位を除いて上昇している。このことからも、
埼玉県は子育て世代からの人気が高いことが窺える。
埼玉県、特にさいたま市は、なぜ子育て世代から選

ばれるのだろうか。「令和3年度さいたま市民意識調
査」における「さいたま市民が今の地域を選んだ理
由」では、理由は大きく２つに分けられる。
１つ目は「生活（交通）の利便性」である。「交通の
便が良いから（31.5%）」、「買い物など生活に便利だ
から(18.3%)」、「都心に近いから（14.3%)」などが
挙げられている。
２つ目は「住環境の良さ」である。「周囲が静かで
落ち着けるから（13 .5%)」、「治安がよいから
（12.0%)」や、「住宅・家賃の価格が適していたから
（25.3%)」など住環境とその価格が挙げられている。
以上から、都心に近く通勤圏内であるなどの「生活

（交通)の利便性」や、自然豊かで長閑な地域も多く、

東京都と比較すると住居費も安価であるなどの「住
環境の良さ」を起因とした「暮らしやすさ」が子育て
世代から選ばれる理由といえる。

②就職を契機に転出する若者
2021年に転出超過を記録しているのは、若者(15

～24歳)のみである。これは進学や就職が理由と考え
られるが、転出超過数は進学が多い15～19歳層より
も、20～24歳層の方が多いため、就職が転出の主な
理由になっていると推測される。
では、東京都内等の企業への就職に伴い転出する
若者は、なぜ県内企業に就職をしないのであろうか。
株式会社マイナビの調査によると、地元就職を希望し
ない理由は、「都会の方が便利だから（41.4%）」が最
も多く、次いで「志望する企業がないから（36.1%）」、
「実家に住みたくない（離れたい）から（33.0%）」の回
答が多い。若者が東京都内等の企業へ就職する理由
は、若者の希望に見合う仕事が多いことに加えて、若
者の好む商業施設、交通網等の充実や地元から離れ
たい、若者の都会への憧れなどの心理的な要因も大
きいことが窺える。

これらのことから、コロナ禍における東京都の人口
移動には、子育て世代とその子供を中心とした転出
超過のトレンドがあり、コロナ禍は新しい生活様式の
普及等による都外への住み替え需要など、新たな人
口移動の要因を生み出したといえるだろう。　
2022年に入ると、緊急事態宣言の解除等の影響

もあり、その転出超過数は減少基調にあり、このトレ
ンドはコロナ禍終息に伴い、ある程度、落ち着いてい
くことが想定されるが、その後も都外への住み替え
需要は、一定数は存在していくと考えられる。

子育て世代とその子供は東京都からどこに転出
しているのだろうか。子供の人口移動から、子供と
その親となる子育て世代の転出先を見ていく。
2021年の東京都からの子供（0～14歳層）の転
出先をみると、転出者数が最も多いのは、神奈川県、
次いで埼玉県、千葉県となっている。この3県への
転出者数の合計は、東京都の子供の転出者数の
約52％を占める。　
また、東京都から3県への子供の各転出者数の
推移はコロナ禍以降、増加している。その要因は、
さいたま市が「交通（生活）の利便性」や「住環境の
良さ」を理由に選ばれているように、東京都に近い
という「交通（生活）の利便性」と新しい生活様式
や子育てを背景に、長閑で落ち着ける環境、部屋の
広さ、安価な住居費等の「住環境の良さ」など、居
住地としての「暮らしやすさ」求めて、3県に転出し

東京都の人口移動は、コロナ禍で変化が見られる。
その変化は埼玉県の人口動向にも影響するため、次
に東京都の人口移動を見てみよう。
東京都の全国からの転入超過数はコロナ禍以降、
大きく減少しており、東京都の人口一極集中が修正
されつつある。転出者数と転入者数に分けて見ると、
転出者数の増加と転入者数の減少が見られる。コロ
ナ禍により東京都への人口移動が抑制されたこと
（転入者数減）と、テレワークなど新しい生活様式の
普及により通勤頻度が少なくなるなどを理由に、都外
への住み替えが増えたこと（転出者数増）の双方が
転入超過数の減少に繋がっていると考えられる。

東京都ではコロナ禍以降、子育て世代となる30～
44歳層が転入超過から転出超過に転じており、転出
超過数は増加している。その子供（0～14歳層）も転
出超過にあり、特に0～4歳層の2021年の転出超過
数はコロナ禍前に比べ、2倍以上に拡大している。　
一方で、若者の転入超過数は減少しているものの、

コロナ禍以降も20～24歳層は5万人程度の転入超
過にあり、15～19歳層の2021年の転入超過数は、
コロナ禍前の水準近くまで回復している。若者の移
動は就職や進学、心理的な要因によることが多いこ
とから、コロナ禍においても転入超過は継続したと考
えられる。

ていることにあると考えられる。

埼玉県は就職や進学を理由に若者が東京都に転
出している一方で、子育て世代から居住地として選
ばれている。そしてコロナ禍以降、東京都からの子育
て世代の転入はより目立つようになり、その移動理由
のひとつは、埼玉県の「暮らしやすさ」である。　
埼玉県が人口減少の課題を乗り越えていくために

は、子育て世代の需要を捉えた暮らしやすい地域づ
くりをしていくことで、今後も継続して子育て世代から
選ばれることが重要である。
近年の子育て世代の特徴は、共働き世帯が増加し

ていることである。共働きの子育て世代にとって課題
となるのが、仕事と子育ての両立である。この両立が
図れないと仕事を辞めざるを得ないなど、経済的にも
暮らしに与える影響が大きい。子育て世代にとっての
暮らしやすさには、働きやすい地域づくりが欠かせな
いと考えられる。
これらを踏まえて、子育て世代が暮らしやすい埼玉
県の実現に向けた施策展開を考えてみたい。
①住環境の整備
子育て世代を呼び込むためには、子育て世代が暮

らしやすい住宅の供給と住環境の形成が必要である。
埼玉県は「子育て応援分譲住宅（マンション）認定
制度」において、間取りや近隣の環境など、子育てに

配慮した戸建分譲住宅団地やマンションの認定を行
うことで、子育てしやすい住環境の形成に取り組んで
いる。既に129棟（戸建分譲住宅団地77棟、マンショ
ン52棟）を認定しており、その情報を埼玉県HPで公
開している。
また子育ての観点からだけでなく、テレワーク等の
普及からも住環境へのニーズは拡大している。テレ
ワークは子育てと仕事の両立への寄与が期待される
が、子供がいる自宅では仕事に集中できる場所の確
保等が困難な場合があるなどの課題もある。これら
の課題を解消するためには、地域のテレワーク施設
の拡充や、その情報発信にも取り組む必要がある。
埼玉県ではテレワークポータルサイトを運営し、テレ
ワーク施設の情報を地域ごとに公開をしている。オ
フィスや自宅だけでなく、家の近所でも働ける環境を
整えることで職住近接が実現し、子育てと仕事の両
立が図れる住環境に繋がる。　
今後は、子育てだけでなくテレワーク等も考慮し、
仕事や子育ての両立が図れる住環境を実現していく
ことで、新しい生活様式の浸透による子育て世代の
住み替え需要を捉えていくことが重要である。
②保育サービスの充実
次に仕事と子育ての両立には、保育サービスの拡
充が重要である。保育サービスの充実度合は仕事の
就業形態や進退に関わる大きな問題となるからだ。
埼玉県の保育所の待機児童数は296人（令和4年4
月1日時点）で、4年連続減少しており解消されつつ
ある。一方で就業形態の多様化から、保育時間など
保育サービスへのニーズは拡大している。今後は保
育サービスの量の拡充とともに、多様なニーズに対
応できるよう質の拡充も求められる。
埼玉県は、地域の保育所における多様な保育

サービスを推進するために、市町村が実施する「延
長保育促進事業」や「一時預かり事業」の経費の
一部を補助している。また市町村では、さいたま市
や川越市、越谷市等で設置している「送迎保育ス

テーション」が注目をされている。これは駅前などに
待機室としての保育室を設置して、そこから専用バ
スで複数の保育所への送迎と、それに伴う保育を
提供する事業である。送迎の負担が軽減されるだ
けでなく、延長保育の役割も担うため、柔軟な働き
方が可能となる。
さらに、子育ては保育所を卒所した後も続く。そこ
で受け皿となるのが、放課後児童クラブである。こ
れは共働き等の家庭の小学生を対象に、労働等で
保護者が放課後や休日など家庭にいない場合に、
家庭に代わる生活の場を提供することで、仕事と子
育ての両立支援を図る施設である。ここでも待機児
童が課題となっている。埼玉県は市町村の施設整
備費の補助等を実施しているものの、令和3年度の
待機児童数は1,230人であり、施設整備は道半ば
の状況である。また一般的に保育所は19時まで開
所（延長保育含む）している施設が多いが、厚生労
働省によると、全国で18時30分以降も開所してい
る放課後児童クラブは全体の約60％に止まってい
る。このように保育所と比較すると拡充が遅れてい
る状況であるため、今後は子供が就学後も円滑に
仕事を続けられるよう放課後児童クラブの拡充が
より一層求められる。
以上のように、保育サービスを拡充していくことで、

自ら希望する働き方で仕事と子育て等の両立が図れ
る社会の実現が、子育て世代にとっての暮らしやす
い地域づくりに繋がると考える。

埼玉県の魅力は暮らしやすさにある。その魅力を
更に深化させていくためには、子育て世代が仕事と
子育て等のワークライフバランスの調和が図れる地
域づくりが求められる。暮らしやすい埼玉県を実現す
ることで、より多くの人に「住むなら埼玉県」と、埼玉
県を居住地に選んでもらうことが、将来予想されてい
る人口減少問題への対応の一助となるのではないだ
ろうか。　　　　　　　　　　　　　  （西嶋　拓）
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されているが、まち・ひと・しごと創生法には基づいて
いない。地方創生道整備推進交付金も同様である。
【計画】
同法第８条で、国に策定が義務付けられた計画とし

て、まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、総合戦略と
する）がある。最初の総合戦略は2014年12月に閣議
決定され、その期間が５年の計画なので、現在は、第
２期の総合戦略が推進されている。
最初の総合戦略を策定した後、国では毎年６月に
総合戦略の基本方針、12月に改訂版を策定し、時流
の変化に対応してきた。しかし、最新の総合戦略の基
本方針は、2021年６月閣議決定の「まち・ひと・しごと
創生基本方針2021」で、最新の総合戦略の改訂版
は、2020年12月閣議決定の第２期「まち・ひと・しごと
創生総合戦略」（2020改訂版）である。策定が途切
れているのは、デジタル田園都市国家構想への移行
のためと考えられる。
同法９、10条で策定が努力義務とされる都道府県、
市区町村のまち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、地
方版総合戦略とする）は、ほぼ全ての都道府県と市区
町村が策定し、現在は、国の第２期の総合戦略を勘案
し見直した地方版総合戦略が推進されている。
【予算】
地方創生関連予算としては、地方創生推進交付金

と地方創生拠点整備交付金がある。前者の令和４年
度当初予算額は532億円、後者は70億円である。
地域再生制度に基づき、地方版総合戦略に掲載

されている事業について地方自治体に交付されて
きた。
【組織】
同法11条によりまち・ひと・しごと創生本部が内閣

に、その下に、まち・ひと・しごと創生本部事務局（地方
創生の企画・立案、総合調整）と内閣府地方創生推
進事務局（地方創生に関する法律・予算・制度の運
用）が置かれた。
なお、地方創生に関する全般または特定の課題に
ついて調査審議、検討等のため「まち・ひと・しごと創

はじめに
「年内を目途に、国においてまち・ひと・しごと創生
総合戦略を抜本的に改訂し、デジタル田園都市国家
構想総合戦略（仮称）を策定する」ことが示されたデ
ジタル田園都市国家構想基本方針（以下、基本方針
とする）が、2022年６月７日に閣議決定された。まち・
ひと・しごと創生（地方創生）が、デジタル田園都市国
家構想に置き換わることが正式に表明されたことに
なる。この時点で、地方創生の経緯と成果について振
り返り、デジタル田園都市国家構想への展開につい
て論じたい。

安倍政権の地方創生（２０１４年９月～２０２０年９月）
【地方創生のきっかけ】
地方創生は、安倍政権の主要政策だが、民間団体

の提言をきっかけとする。2014年５月に公表された日
本創成会議・人口減少問題検討分科会（座長：増田
寛也東京大学大学院客員教授）提言「ストップ少子
化・地方元気戦略」である。その中で「地方から大都
市（東京圏）への若者（男女）の流出は、人口減少に
拍車をかけている」として以下の図が示されている。

岸田内閣（２０２１年１０月～）のデジタル田園都市国家構想
デジタル田園都市国家構想は、岸田内閣が提唱す

る「新しい資本主義」の重要な柱の一つとされる。
地方創生と比較できるよう同じ項目で整理する。

【法律】
基本方針では、まち・ひと・しごと創生法の枠組みを
有効に活用するとしており、2022年10月からの第
201回国会では同法の改正はされない見込みである。
【予算】
関連予算としては、デジタル田園都市国家構想推
進交付金が、令和３年補正予算で200億円が計上さ
れた。さらに令和５年度の概算要求として1,200億円
と「デジタル田園都市国家構想の実現を加速化する
ための経費」が事項要求されている。
基本方針では、地方創生推進交付金、地方創生拠
点整備交付金及びデジタル田園都市国家構想推進
交付金を、新たに「デジタル田園都市国家構想交付
金」として位置付け、デジタル田園都市国家構想によ
る地方の活性化に向けた支援を進める、としている。
【組織】
2022年10月末時点では、内閣官房デジタル田園
都市国家構想実現会議事務局（地方創生の企画・立
案、総合調整）と内閣府地方創生推進事務局（地方
創生に関する法律・予算・制度の運用）が設置されて
いる。
デジタル田園都市国家構想実現会議（設置は内閣
総理大臣決裁による）が2021年11月から2022年６
月まで８回開催され、基本方針（案）がまとめられた（６
月９日閣議決定）。９月29日開催の第９回ではデジタ
ル田園都市国家構想総合戦略（仮称）の策定方針等
が議論された。
【計画】
基本方針では、年内（２０２２年中）を目途に国にお

いて、まち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改訂
し、デジタル田園都市国家構想総合戦略（仮称）を策
定する、その際、デジタル技術を活用し日本全体の改
造等に取り組むことにより、構想を実現するための中

長期的な取組の基本的な方向を提示する、とし、地方
は改訂された国の総合戦略に基づき、コロナ禍やデ
ジタル技術の浸透・進展など時宜を踏まえて、目指す
べき地域像を再構築し、地方版総合戦略を改訂する
よう努め、具体的な地方活性化の取組を果敢に推進
する、とある（以下、改訂された地方版総合戦略を、改
訂地方版総合戦略とする）。

デジタル田園都市国家構想と地方創生の関係
第１回デジタル田園都市国家構想実現会議におい

て、地方創生の端緒をつくり、その後の経過を多くの
会議の委員等として見てきた増田寛也氏（肩書は日
本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長）は「これ
まで歴代内閣が地方創生を進めてまいりましたけれど
も、地方での仕事づくり、それから医療や教育の質の
向上というのは、なかなか困難でありまして、結局、東
京への一極集中を生んできたと、こういう実態がござ
います。しかし、デジタル技術でこうした隘路が解決を
される」と、デジタル技術に期待を示した。「岸田内閣
がデジタルと地方創生をかけ合わせて、デジタル田園
都市国家構想を推進するというのは、まさに時宜を得
た政策であると思います」とも発言している。
第９回会議への提出資料でも「デジタル田園都市
国家構想は地方創生の新たな旗印」と地方創生との
連続性を強調している。この観点からは、デジタル技
術は、地方創生への再チャレンジのツールといえる。
基本方針において、デジタル田園都市国家構想の
実現に向けた方向性・取組方針として、（１）デジタル
の力を活用した地方の社会課題解決、との柱の下に、
①地方に仕事をつくる、②人の流れをつくる、③結婚・
出産・子育ての希望をかなえる、④魅力的な地域をつ
くる、という４つの類型に分類して、取組を推進すると
している。この４つの類型は、国の総合戦略の４つの
基本目標に対応し、デジタル技術により地方創生に取
り組むのならば（１）だけで十分かもしれない。しかし、
それに加えて（２）デジタル田園都市国家構想を支え
るハード・ソフトのデジタル基盤整備、（３）デジタル人

材の育成・確保、（４）誰一人取り残されないための取
組、が柱としてあげられている。　
それらは、デジタル社会形成のための基盤整備に
加え、人の教育と社会関係の変革ともいえる広い分
野に及んでいる。

そのような観点からは、デジタル田園都市国家構
想は、単に地方創生への手法を変えての再チャレンジ
ではなく、デジタル技術をテコにした社会変革計画と
も言える。基本方針に「日本全体の改造」とあるよう
に、デジタル田園都市国家構想は、国レベルでは日本
社会全体の、地方レベルでは地域社会全体のＤＸ（デ
ジタルトランスフォーメーション）計画といえるかもしれ
ない（ＤＸは「デジタル技術の導入を契機として、ビジ
ネスモデルやライフスタイル全体をより良い方向に変
革すること」とされる）。

自治体DX推進計画との関係
基本方針に示された改訂地方版総合戦略と、自治
体ＤＸ推進計画（2020年12月公表、2022年９月改
訂）との関係も整理しておきたい。
自治体ＤＸ推進計画は「デジタル・ガバメント実行
計画」（2020年12月閣議決定）における自治体関連
の各施策について、総務省が、自治体が重点的に取
り組むべき事項・内容を具体化するとともに、総務省
及び関係省庁による支援策等をとりまとめたもので
ある。重点取組事項として、①自治体の情報システム
の標準化・共通化、②マイナンバーカードの普及促進

③行政手続のオンライン化、④AI・RPAの利用推進、
⑤テレワークの推進、⑥セキュリティ対策の徹底、が
あげられ、行政内部と行政サービスのデジタル化に焦
点が絞られており、地域社会全体のＤＸ計画ともいえ
る改訂地方版総合戦略とは対象と範囲が異なる。

デジタル田園都市国家構想の実現への懸念
デジタル田園都市国家構想が、デジタル技術によ

る社会の変革を求める計画ならば、その実現には社
会的な合意と支持が不可欠と思われる。しかし、「デ
ジタル敗戦」後も、行政・民間両分野でデジタル技術
への期待や信頼が失われるような情報システム関
連のトラブルが相次いでおり、構想に対する逆風と
いえる。
また、基本方針の（２）デジタル田園都市国家構想
を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備、（３）デジ
タル人材の育成・確保、については全国で統一した基
準が必要なため、国主導で進むとしても、（４）誰一人
取り残されないための取組、にうたわれるデジタル推
進委員の展開（2022年度に全国２万人以上でスター
ト）や「地域ICTクラブ」の普及促進には、地方自治
体や地域の力が不可欠である。にもかかわらず、マイ
ナンバーカードの普及や情報システムの標準化・共通
化の推進のため、地方自治体の負担は既に重くなっ
ている。３年近くにわたる新型コロナウイルス感染症
の流行や、相次ぐ台風や豪雨などの自然災害により、
地方自治体や地域が疲弊していることも構想の実現
に対する懸念材料である。
さらに、比較的経済状況の良かったアベノミクス２
年目の2014年と異なり、円安、エネルギー価格・物価
高騰の対策に追われる現在の景況もマイナス要因と
いえる。
多くの課題はあるものの、デジタル田園都市国家
構想は、まだ、基本方針の段階であり、国には年内に
公表されるデジタル田園都市国家構想総合戦略（仮
称）と、地方自治体や社会に理解と参加を広げる取組
に期待したい。

提言は「地方からの人口流出がこのまま続くと、人
口の再生産力を示す「若年女性（20～39歳）」が 
2040年までに50％以上減少する市町村が896（全
体の49.8％）にのぼると推計される。これらの市町村
は、いくら出生率が上がっても将来的には消滅するお
それが高い」と主張した。消滅可能性都市として市区
町村名が喧伝され、提言をまとめた増田寛也編「地
方消滅‐東京一極集中が招く人口急減」（中公新書）
はベストセラーとなり、新書大賞を獲得した。
【法律】
このような動きを受けて、2014年９月に、まち・ひと・

しごと創生本部が設置され（閣議決定）、同年11月に、
まち・ひと・しごと創生法が公布された。
まち・ひと・しごと創生法の目的は「我が国における
急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減
少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度
の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を
確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持し
ていくため」（第１条）とされている。
同条では「国民一人一人が夢や希望を持ち、潤い

のある豊かな生活を安心して営むことができる地域
社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材
の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会
の創出を一体的に推進すること」を「まち・ひと・しごと
創生」としているが、一般には「地方創生」がその同
義語として多用されている。「地方創生」は、その時点
では造語だったが、地方の振興全般を指す用語として
定着し、まち・ひと・しごと創生法に基づかない予算や
事業にも使われている。例えば、新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨時交付金は、2022年９月ま
でに16兆3,760億円が補正予算・予備費として計上

●デジタル田園都市国家構想とは

内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局HPに加筆

生会議」「地方創生テレワーク推進に向けた検討会
議」「地域しごと創生会議」「わくわく地方生活実現
会議」「地域魅力創造有識者会議」などの会議が設
置されてきたが、それらの会議の構成員・委員を増田
寛也氏が歴任している。

地方創生の評価
約８年間取り組まれてきた地方創生であるが、その

目標を「人口の減少に歯止め」「東京圏への人口の
過度の集中を是正」とするならば、両方とも達成でき
ていない。出生数は減少を続け、2014年の100万人
から2021年の81万人に減少している。合計特殊出
生率は、同じく1.42から1.30に下がっている。東京都
と他県の労働生産性の格差（最大1.5倍）と賃金の格
差（最大1.6倍）が大きく（2018年）、東京圏転入超過
数は、81,699人(2021年)であり「東京圏と地方との
転出入均衡達成目標はいまだ達成できていない」（基
本方針）との評価である。さらに「地方には・・・産業空
洞化などの社会課題がある」（基本方針）との認識が
なされていることから、これまでの地方創生の取組は
厳しい評価を受けざるを得ない。

菅内閣（２０２０年９月～２０２１年１０月）のデジタル改革
菅内閣の主要政策は、デジタル改革である。2001
年のIT基本法に代わるデジタル社会形成基本法、デ
ジタル庁設置法を含むデジタル改革関連６法が、
2021年５月に成立し、同年９月から施行された。
国は、新型コロナウイルス感染症対策のシステムを
2020年４月から相次ぎ立ち上げたがトラブルが多数
発生し、それを後に初代デジタル庁長官となる平井デ
ジタル改革担当大臣は「デジタル敗戦」と呼んだ。菅
首相（当時）は「指摘されてきた課題を一挙に解決」し、
デジタルを「次の成長の原動力」にするとした。
岸田内閣のデジタル田園都市国家構想では「デジ

タルは・・・新しい付加価値を生み出す源泉でもある」
（基本方針）と位置付けるのは、この流れを汲んだも
のと言える。

（1）
デジタルの力を活用した
地方の社会課題解決
地方に仕事をつくる
人の流れをつくる

結婚・出産・子育ての希望をかなえる
魅力的な地域をつくる

（2）
構想を支える
ハード・ソフトの
デジタル基盤整備

（3）
デジタル人材の
育成・確保

（4）
誰一人

取り残されない
ための取組

埼玉県は人口減少が進むと予想されており、人口
減少が進むと、地域経済における生産・消費を支える
活力が失われていくこととなる。人口の変動要因には
死亡数と出生数の差による自然増減と、転出者数と
転入者数の差による社会増減がある。人口減少への
対応は、自然増を増やすことが基礎となるが、併せて
社会増を増やす取り組みも求められる。それには埼
玉県の魅力を高めていくことで、埼玉県で暮らしたい
という人を増やしていく必要がある。本稿では、子育
て世代を中心とした人口移動を考察するとともに、埼
玉県の魅力について考えたい。

埼玉県の総人口移動（転出者数と転入者数の合
計）のうち約40%が東京都間での移動であることか
ら、埼玉県の人口動向は東京都の人口移動の影響を
大きく受ける。そこで埼玉県と東京都間の人口移動
をみると、「子育て世代（25～44歳層）とその子供（0
～14歳層）の転入超過」と「若者（15～24歳層）の転
出超過」の２つの特徴がある。

①「暮らしやすさ」を求め、転入する子育て世代
2021年の埼玉県の転入超過数（転入者数-転出
者数）は、30～34歳層（4,182人）が最も多く、次いで

35～39歳層（2,760人）、0～4歳層（2,625人）、25～
29歳層（1,913人）、40～44歳層（1,431人）となって
いる。埼玉県は、子育て世代（25～44歳層）とその子
供（0～14歳層）を中心に転入超過の傾向にある。そ
の傾向はコロナ禍前から見られるが、コロナ禍(2020
年)以降より顕著となっている。
埼玉県は住みたい街(駅)としても、子育て世代から
注目度が高い。株式会社リクルートの調査によると
「住みたい街（駅）ランキング2022（首都圏版）」では、
大宮や浦和等が上位にランクインしている。さらに
「夫婦と子供世
帯」では、3位に
大宮、4位に浦和、
7位にさいたま新
都心、21位に川
越、31位に和光
市、38位に川口
がランクインして
おり、その順位は
全体と比較すると、
大宮の同順位を除いて上昇している。このことからも、
埼玉県は子育て世代からの人気が高いことが窺える。
埼玉県、特にさいたま市は、なぜ子育て世代から選

ばれるのだろうか。「令和3年度さいたま市民意識調
査」における「さいたま市民が今の地域を選んだ理
由」では、理由は大きく２つに分けられる。
１つ目は「生活（交通）の利便性」である。「交通の
便が良いから（31.5%）」、「買い物など生活に便利だ
から(18.3%)」、「都心に近いから（14.3%)」などが
挙げられている。
２つ目は「住環境の良さ」である。「周囲が静かで
落ち着けるから（13 .5%)」、「治安がよいから
（12.0%)」や、「住宅・家賃の価格が適していたから
（25.3%)」など住環境とその価格が挙げられている。
以上から、都心に近く通勤圏内であるなどの「生活

（交通)の利便性」や、自然豊かで長閑な地域も多く、

東京都と比較すると住居費も安価であるなどの「住
環境の良さ」を起因とした「暮らしやすさ」が子育て
世代から選ばれる理由といえる。

②就職を契機に転出する若者
2021年に転出超過を記録しているのは、若者(15

～24歳)のみである。これは進学や就職が理由と考え
られるが、転出超過数は進学が多い15～19歳層より
も、20～24歳層の方が多いため、就職が転出の主な
理由になっていると推測される。
では、東京都内等の企業への就職に伴い転出する
若者は、なぜ県内企業に就職をしないのであろうか。
株式会社マイナビの調査によると、地元就職を希望し
ない理由は、「都会の方が便利だから（41.4%）」が最
も多く、次いで「志望する企業がないから（36.1%）」、
「実家に住みたくない（離れたい）から（33.0%）」の回
答が多い。若者が東京都内等の企業へ就職する理由
は、若者の希望に見合う仕事が多いことに加えて、若
者の好む商業施設、交通網等の充実や地元から離れ
たい、若者の都会への憧れなどの心理的な要因も大
きいことが窺える。

これらのことから、コロナ禍における東京都の人口
移動には、子育て世代とその子供を中心とした転出
超過のトレンドがあり、コロナ禍は新しい生活様式の
普及等による都外への住み替え需要など、新たな人
口移動の要因を生み出したといえるだろう。　
2022年に入ると、緊急事態宣言の解除等の影響

もあり、その転出超過数は減少基調にあり、このトレ
ンドはコロナ禍終息に伴い、ある程度、落ち着いてい
くことが想定されるが、その後も都外への住み替え
需要は、一定数は存在していくと考えられる。

子育て世代とその子供は東京都からどこに転出
しているのだろうか。子供の人口移動から、子供と
その親となる子育て世代の転出先を見ていく。
2021年の東京都からの子供（0～14歳層）の転
出先をみると、転出者数が最も多いのは、神奈川県、
次いで埼玉県、千葉県となっている。この3県への
転出者数の合計は、東京都の子供の転出者数の
約52％を占める。　
また、東京都から3県への子供の各転出者数の
推移はコロナ禍以降、増加している。その要因は、
さいたま市が「交通（生活）の利便性」や「住環境の
良さ」を理由に選ばれているように、東京都に近い
という「交通（生活）の利便性」と新しい生活様式
や子育てを背景に、長閑で落ち着ける環境、部屋の
広さ、安価な住居費等の「住環境の良さ」など、居
住地としての「暮らしやすさ」求めて、3県に転出し

東京都の人口移動は、コロナ禍で変化が見られる。
その変化は埼玉県の人口動向にも影響するため、次
に東京都の人口移動を見てみよう。
東京都の全国からの転入超過数はコロナ禍以降、
大きく減少しており、東京都の人口一極集中が修正
されつつある。転出者数と転入者数に分けて見ると、
転出者数の増加と転入者数の減少が見られる。コロ
ナ禍により東京都への人口移動が抑制されたこと
（転入者数減）と、テレワークなど新しい生活様式の
普及により通勤頻度が少なくなるなどを理由に、都外
への住み替えが増えたこと（転出者数増）の双方が
転入超過数の減少に繋がっていると考えられる。

東京都ではコロナ禍以降、子育て世代となる30～
44歳層が転入超過から転出超過に転じており、転出
超過数は増加している。その子供（0～14歳層）も転
出超過にあり、特に0～4歳層の2021年の転出超過
数はコロナ禍前に比べ、2倍以上に拡大している。　
一方で、若者の転入超過数は減少しているものの、

コロナ禍以降も20～24歳層は5万人程度の転入超
過にあり、15～19歳層の2021年の転入超過数は、
コロナ禍前の水準近くまで回復している。若者の移
動は就職や進学、心理的な要因によることが多いこ
とから、コロナ禍においても転入超過は継続したと考
えられる。

ていることにあると考えられる。

埼玉県は就職や進学を理由に若者が東京都に転
出している一方で、子育て世代から居住地として選
ばれている。そしてコロナ禍以降、東京都からの子育
て世代の転入はより目立つようになり、その移動理由
のひとつは、埼玉県の「暮らしやすさ」である。　
埼玉県が人口減少の課題を乗り越えていくために

は、子育て世代の需要を捉えた暮らしやすい地域づ
くりをしていくことで、今後も継続して子育て世代から
選ばれることが重要である。
近年の子育て世代の特徴は、共働き世帯が増加し

ていることである。共働きの子育て世代にとって課題
となるのが、仕事と子育ての両立である。この両立が
図れないと仕事を辞めざるを得ないなど、経済的にも
暮らしに与える影響が大きい。子育て世代にとっての
暮らしやすさには、働きやすい地域づくりが欠かせな
いと考えられる。
これらを踏まえて、子育て世代が暮らしやすい埼玉
県の実現に向けた施策展開を考えてみたい。
①住環境の整備
子育て世代を呼び込むためには、子育て世代が暮

らしやすい住宅の供給と住環境の形成が必要である。
埼玉県は「子育て応援分譲住宅（マンション）認定
制度」において、間取りや近隣の環境など、子育てに

配慮した戸建分譲住宅団地やマンションの認定を行
うことで、子育てしやすい住環境の形成に取り組んで
いる。既に129棟（戸建分譲住宅団地77棟、マンショ
ン52棟）を認定しており、その情報を埼玉県HPで公
開している。
また子育ての観点からだけでなく、テレワーク等の
普及からも住環境へのニーズは拡大している。テレ
ワークは子育てと仕事の両立への寄与が期待される
が、子供がいる自宅では仕事に集中できる場所の確
保等が困難な場合があるなどの課題もある。これら
の課題を解消するためには、地域のテレワーク施設
の拡充や、その情報発信にも取り組む必要がある。
埼玉県ではテレワークポータルサイトを運営し、テレ
ワーク施設の情報を地域ごとに公開をしている。オ
フィスや自宅だけでなく、家の近所でも働ける環境を
整えることで職住近接が実現し、子育てと仕事の両
立が図れる住環境に繋がる。　
今後は、子育てだけでなくテレワーク等も考慮し、
仕事や子育ての両立が図れる住環境を実現していく
ことで、新しい生活様式の浸透による子育て世代の
住み替え需要を捉えていくことが重要である。
②保育サービスの充実
次に仕事と子育ての両立には、保育サービスの拡
充が重要である。保育サービスの充実度合は仕事の
就業形態や進退に関わる大きな問題となるからだ。
埼玉県の保育所の待機児童数は296人（令和4年4
月1日時点）で、4年連続減少しており解消されつつ
ある。一方で就業形態の多様化から、保育時間など
保育サービスへのニーズは拡大している。今後は保
育サービスの量の拡充とともに、多様なニーズに対
応できるよう質の拡充も求められる。
埼玉県は、地域の保育所における多様な保育

サービスを推進するために、市町村が実施する「延
長保育促進事業」や「一時預かり事業」の経費の
一部を補助している。また市町村では、さいたま市
や川越市、越谷市等で設置している「送迎保育ス

テーション」が注目をされている。これは駅前などに
待機室としての保育室を設置して、そこから専用バ
スで複数の保育所への送迎と、それに伴う保育を
提供する事業である。送迎の負担が軽減されるだ
けでなく、延長保育の役割も担うため、柔軟な働き
方が可能となる。
さらに、子育ては保育所を卒所した後も続く。そこ
で受け皿となるのが、放課後児童クラブである。こ
れは共働き等の家庭の小学生を対象に、労働等で
保護者が放課後や休日など家庭にいない場合に、
家庭に代わる生活の場を提供することで、仕事と子
育ての両立支援を図る施設である。ここでも待機児
童が課題となっている。埼玉県は市町村の施設整
備費の補助等を実施しているものの、令和3年度の
待機児童数は1,230人であり、施設整備は道半ば
の状況である。また一般的に保育所は19時まで開
所（延長保育含む）している施設が多いが、厚生労
働省によると、全国で18時30分以降も開所してい
る放課後児童クラブは全体の約60％に止まってい
る。このように保育所と比較すると拡充が遅れてい
る状況であるため、今後は子供が就学後も円滑に
仕事を続けられるよう放課後児童クラブの拡充が
より一層求められる。
以上のように、保育サービスを拡充していくことで、

自ら希望する働き方で仕事と子育て等の両立が図れ
る社会の実現が、子育て世代にとっての暮らしやす
い地域づくりに繋がると考える。

埼玉県の魅力は暮らしやすさにある。その魅力を
更に深化させていくためには、子育て世代が仕事と
子育て等のワークライフバランスの調和が図れる地
域づくりが求められる。暮らしやすい埼玉県を実現す
ることで、より多くの人に「住むなら埼玉県」と、埼玉
県を居住地に選んでもらうことが、将来予想されてい
る人口減少問題への対応の一助となるのではないだ
ろうか。　　　　　　　　　　　　　  （西嶋　拓）
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されているが、まち・ひと・しごと創生法には基づいて
いない。地方創生道整備推進交付金も同様である。
【計画】
同法第８条で、国に策定が義務付けられた計画とし

て、まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、総合戦略と
する）がある。最初の総合戦略は2014年12月に閣議
決定され、その期間が５年の計画なので、現在は、第
２期の総合戦略が推進されている。
最初の総合戦略を策定した後、国では毎年６月に
総合戦略の基本方針、12月に改訂版を策定し、時流
の変化に対応してきた。しかし、最新の総合戦略の基
本方針は、2021年６月閣議決定の「まち・ひと・しごと
創生基本方針2021」で、最新の総合戦略の改訂版
は、2020年12月閣議決定の第２期「まち・ひと・しごと
創生総合戦略」（2020改訂版）である。策定が途切
れているのは、デジタル田園都市国家構想への移行
のためと考えられる。
同法９、10条で策定が努力義務とされる都道府県、
市区町村のまち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、地
方版総合戦略とする）は、ほぼ全ての都道府県と市区
町村が策定し、現在は、国の第２期の総合戦略を勘案
し見直した地方版総合戦略が推進されている。
【予算】
地方創生関連予算としては、地方創生推進交付金

と地方創生拠点整備交付金がある。前者の令和４年
度当初予算額は532億円、後者は70億円である。
地域再生制度に基づき、地方版総合戦略に掲載

されている事業について地方自治体に交付されて
きた。
【組織】
同法11条によりまち・ひと・しごと創生本部が内閣

に、その下に、まち・ひと・しごと創生本部事務局（地方
創生の企画・立案、総合調整）と内閣府地方創生推
進事務局（地方創生に関する法律・予算・制度の運
用）が置かれた。
なお、地方創生に関する全般または特定の課題に
ついて調査審議、検討等のため「まち・ひと・しごと創

はじめに
「年内を目途に、国においてまち・ひと・しごと創生
総合戦略を抜本的に改訂し、デジタル田園都市国家
構想総合戦略（仮称）を策定する」ことが示されたデ
ジタル田園都市国家構想基本方針（以下、基本方針
とする）が、2022年６月７日に閣議決定された。まち・
ひと・しごと創生（地方創生）が、デジタル田園都市国
家構想に置き換わることが正式に表明されたことに
なる。この時点で、地方創生の経緯と成果について振
り返り、デジタル田園都市国家構想への展開につい
て論じたい。

安倍政権の地方創生（２０１４年９月～２０２０年９月）
【地方創生のきっかけ】
地方創生は、安倍政権の主要政策だが、民間団体

の提言をきっかけとする。2014年５月に公表された日
本創成会議・人口減少問題検討分科会（座長：増田
寛也東京大学大学院客員教授）提言「ストップ少子
化・地方元気戦略」である。その中で「地方から大都
市（東京圏）への若者（男女）の流出は、人口減少に
拍車をかけている」として以下の図が示されている。

岸田内閣（２０２１年１０月～）のデジタル田園都市国家構想
デジタル田園都市国家構想は、岸田内閣が提唱す

る「新しい資本主義」の重要な柱の一つとされる。
地方創生と比較できるよう同じ項目で整理する。

【法律】
基本方針では、まち・ひと・しごと創生法の枠組みを
有効に活用するとしており、2022年10月からの第
201回国会では同法の改正はされない見込みである。
【予算】
関連予算としては、デジタル田園都市国家構想推
進交付金が、令和３年補正予算で200億円が計上さ
れた。さらに令和５年度の概算要求として1,200億円
と「デジタル田園都市国家構想の実現を加速化する
ための経費」が事項要求されている。
基本方針では、地方創生推進交付金、地方創生拠
点整備交付金及びデジタル田園都市国家構想推進
交付金を、新たに「デジタル田園都市国家構想交付
金」として位置付け、デジタル田園都市国家構想によ
る地方の活性化に向けた支援を進める、としている。
【組織】
2022年10月末時点では、内閣官房デジタル田園
都市国家構想実現会議事務局（地方創生の企画・立
案、総合調整）と内閣府地方創生推進事務局（地方
創生に関する法律・予算・制度の運用）が設置されて
いる。
デジタル田園都市国家構想実現会議（設置は内閣
総理大臣決裁による）が2021年11月から2022年６
月まで８回開催され、基本方針（案）がまとめられた（６
月９日閣議決定）。９月29日開催の第９回ではデジタ
ル田園都市国家構想総合戦略（仮称）の策定方針等
が議論された。
【計画】
基本方針では、年内（２０２２年中）を目途に国にお

いて、まち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改訂
し、デジタル田園都市国家構想総合戦略（仮称）を策
定する、その際、デジタル技術を活用し日本全体の改
造等に取り組むことにより、構想を実現するための中

長期的な取組の基本的な方向を提示する、とし、地方
は改訂された国の総合戦略に基づき、コロナ禍やデ
ジタル技術の浸透・進展など時宜を踏まえて、目指す
べき地域像を再構築し、地方版総合戦略を改訂する
よう努め、具体的な地方活性化の取組を果敢に推進
する、とある（以下、改訂された地方版総合戦略を、改
訂地方版総合戦略とする）。

デジタル田園都市国家構想と地方創生の関係
第１回デジタル田園都市国家構想実現会議におい

て、地方創生の端緒をつくり、その後の経過を多くの
会議の委員等として見てきた増田寛也氏（肩書は日
本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長）は「これ
まで歴代内閣が地方創生を進めてまいりましたけれど
も、地方での仕事づくり、それから医療や教育の質の
向上というのは、なかなか困難でありまして、結局、東
京への一極集中を生んできたと、こういう実態がござ
います。しかし、デジタル技術でこうした隘路が解決を
される」と、デジタル技術に期待を示した。「岸田内閣
がデジタルと地方創生をかけ合わせて、デジタル田園
都市国家構想を推進するというのは、まさに時宜を得
た政策であると思います」とも発言している。
第９回会議への提出資料でも「デジタル田園都市
国家構想は地方創生の新たな旗印」と地方創生との
連続性を強調している。この観点からは、デジタル技
術は、地方創生への再チャレンジのツールといえる。
基本方針において、デジタル田園都市国家構想の
実現に向けた方向性・取組方針として、（１）デジタル
の力を活用した地方の社会課題解決、との柱の下に、
①地方に仕事をつくる、②人の流れをつくる、③結婚・
出産・子育ての希望をかなえる、④魅力的な地域をつ
くる、という４つの類型に分類して、取組を推進すると
している。この４つの類型は、国の総合戦略の４つの
基本目標に対応し、デジタル技術により地方創生に取
り組むのならば（１）だけで十分かもしれない。しかし、
それに加えて（２）デジタル田園都市国家構想を支え
るハード・ソフトのデジタル基盤整備、（３）デジタル人

材の育成・確保、（４）誰一人取り残されないための取
組、が柱としてあげられている。　
それらは、デジタル社会形成のための基盤整備に
加え、人の教育と社会関係の変革ともいえる広い分
野に及んでいる。

そのような観点からは、デジタル田園都市国家構
想は、単に地方創生への手法を変えての再チャレンジ
ではなく、デジタル技術をテコにした社会変革計画と
も言える。基本方針に「日本全体の改造」とあるよう
に、デジタル田園都市国家構想は、国レベルでは日本
社会全体の、地方レベルでは地域社会全体のＤＸ（デ
ジタルトランスフォーメーション）計画といえるかもしれ
ない（ＤＸは「デジタル技術の導入を契機として、ビジ
ネスモデルやライフスタイル全体をより良い方向に変
革すること」とされる）。

自治体DX推進計画との関係
基本方針に示された改訂地方版総合戦略と、自治
体ＤＸ推進計画（2020年12月公表、2022年９月改
訂）との関係も整理しておきたい。
自治体ＤＸ推進計画は「デジタル・ガバメント実行
計画」（2020年12月閣議決定）における自治体関連
の各施策について、総務省が、自治体が重点的に取
り組むべき事項・内容を具体化するとともに、総務省
及び関係省庁による支援策等をとりまとめたもので
ある。重点取組事項として、①自治体の情報システム
の標準化・共通化、②マイナンバーカードの普及促進

③行政手続のオンライン化、④AI・RPAの利用推進、
⑤テレワークの推進、⑥セキュリティ対策の徹底、が
あげられ、行政内部と行政サービスのデジタル化に焦
点が絞られており、地域社会全体のＤＸ計画ともいえ
る改訂地方版総合戦略とは対象と範囲が異なる。

デジタル田園都市国家構想の実現への懸念
デジタル田園都市国家構想が、デジタル技術によ

る社会の変革を求める計画ならば、その実現には社
会的な合意と支持が不可欠と思われる。しかし、「デ
ジタル敗戦」後も、行政・民間両分野でデジタル技術
への期待や信頼が失われるような情報システム関
連のトラブルが相次いでおり、構想に対する逆風と
いえる。
また、基本方針の（２）デジタル田園都市国家構想
を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備、（３）デジ
タル人材の育成・確保、については全国で統一した基
準が必要なため、国主導で進むとしても、（４）誰一人
取り残されないための取組、にうたわれるデジタル推
進委員の展開（2022年度に全国２万人以上でスター
ト）や「地域ICTクラブ」の普及促進には、地方自治
体や地域の力が不可欠である。にもかかわらず、マイ
ナンバーカードの普及や情報システムの標準化・共通
化の推進のため、地方自治体の負担は既に重くなっ
ている。３年近くにわたる新型コロナウイルス感染症
の流行や、相次ぐ台風や豪雨などの自然災害により、
地方自治体や地域が疲弊していることも構想の実現
に対する懸念材料である。
さらに、比較的経済状況の良かったアベノミクス２
年目の2014年と異なり、円安、エネルギー価格・物価
高騰の対策に追われる現在の景況もマイナス要因と
いえる。
多くの課題はあるものの、デジタル田園都市国家
構想は、まだ、基本方針の段階であり、国には年内に
公表されるデジタル田園都市国家構想総合戦略（仮
称）と、地方自治体や社会に理解と参加を広げる取組
に期待したい。

提言は「地方からの人口流出がこのまま続くと、人
口の再生産力を示す「若年女性（20～39歳）」が 
2040年までに50％以上減少する市町村が896（全
体の49.8％）にのぼると推計される。これらの市町村
は、いくら出生率が上がっても将来的には消滅するお
それが高い」と主張した。消滅可能性都市として市区
町村名が喧伝され、提言をまとめた増田寛也編「地
方消滅‐東京一極集中が招く人口急減」（中公新書）
はベストセラーとなり、新書大賞を獲得した。
【法律】
このような動きを受けて、2014年９月に、まち・ひと・

しごと創生本部が設置され（閣議決定）、同年11月に、
まち・ひと・しごと創生法が公布された。
まち・ひと・しごと創生法の目的は「我が国における
急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減
少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度
の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を
確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持し
ていくため」（第１条）とされている。
同条では「国民一人一人が夢や希望を持ち、潤い

のある豊かな生活を安心して営むことができる地域
社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材
の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会
の創出を一体的に推進すること」を「まち・ひと・しごと
創生」としているが、一般には「地方創生」がその同
義語として多用されている。「地方創生」は、その時点
では造語だったが、地方の振興全般を指す用語として
定着し、まち・ひと・しごと創生法に基づかない予算や
事業にも使われている。例えば、新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨時交付金は、2022年９月ま
でに16兆3,760億円が補正予算・予備費として計上
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生会議」「地方創生テレワーク推進に向けた検討会
議」「地域しごと創生会議」「わくわく地方生活実現
会議」「地域魅力創造有識者会議」などの会議が設
置されてきたが、それらの会議の構成員・委員を増田
寛也氏が歴任している。

地方創生の評価
約８年間取り組まれてきた地方創生であるが、その

目標を「人口の減少に歯止め」「東京圏への人口の
過度の集中を是正」とするならば、両方とも達成でき
ていない。出生数は減少を続け、2014年の100万人
から2021年の81万人に減少している。合計特殊出
生率は、同じく1.42から1.30に下がっている。東京都
と他県の労働生産性の格差（最大1.5倍）と賃金の格
差（最大1.6倍）が大きく（2018年）、東京圏転入超過
数は、81,699人(2021年)であり「東京圏と地方との
転出入均衡達成目標はいまだ達成できていない」（基
本方針）との評価である。さらに「地方には・・・産業空
洞化などの社会課題がある」（基本方針）との認識が
なされていることから、これまでの地方創生の取組は
厳しい評価を受けざるを得ない。

菅内閣（２０２０年９月～２０２１年１０月）のデジタル改革
菅内閣の主要政策は、デジタル改革である。2001
年のIT基本法に代わるデジタル社会形成基本法、デ
ジタル庁設置法を含むデジタル改革関連６法が、
2021年５月に成立し、同年９月から施行された。
国は、新型コロナウイルス感染症対策のシステムを
2020年４月から相次ぎ立ち上げたがトラブルが多数
発生し、それを後に初代デジタル庁長官となる平井デ
ジタル改革担当大臣は「デジタル敗戦」と呼んだ。菅
首相（当時）は「指摘されてきた課題を一挙に解決」し、
デジタルを「次の成長の原動力」にするとした。
岸田内閣のデジタル田園都市国家構想では「デジ

タルは・・・新しい付加価値を生み出す源泉でもある」
（基本方針）と位置付けるのは、この流れを汲んだも
のと言える。

（1）
デジタルの力を活用した
地方の社会課題解決
地方に仕事をつくる
人の流れをつくる

結婚・出産・子育ての希望をかなえる
魅力的な地域をつくる

（2）
構想を支える
ハード・ソフトの
デジタル基盤整備

（3）
デジタル人材の
育成・確保

（4）
誰一人

取り残されない
ための取組

埼玉県は人口減少が進むと予想されており、人口
減少が進むと、地域経済における生産・消費を支える
活力が失われていくこととなる。人口の変動要因には
死亡数と出生数の差による自然増減と、転出者数と
転入者数の差による社会増減がある。人口減少への
対応は、自然増を増やすことが基礎となるが、併せて
社会増を増やす取り組みも求められる。それには埼
玉県の魅力を高めていくことで、埼玉県で暮らしたい
という人を増やしていく必要がある。本稿では、子育
て世代を中心とした人口移動を考察するとともに、埼
玉県の魅力について考えたい。

埼玉県の総人口移動（転出者数と転入者数の合
計）のうち約40%が東京都間での移動であることか
ら、埼玉県の人口動向は東京都の人口移動の影響を
大きく受ける。そこで埼玉県と東京都間の人口移動
をみると、「子育て世代（25～44歳層）とその子供（0
～14歳層）の転入超過」と「若者（15～24歳層）の転
出超過」の２つの特徴がある。

①「暮らしやすさ」を求め、転入する子育て世代
2021年の埼玉県の転入超過数（転入者数-転出
者数）は、30～34歳層（4,182人）が最も多く、次いで

35～39歳層（2,760人）、0～4歳層（2,625人）、25～
29歳層（1,913人）、40～44歳層（1,431人）となって
いる。埼玉県は、子育て世代（25～44歳層）とその子
供（0～14歳層）を中心に転入超過の傾向にある。そ
の傾向はコロナ禍前から見られるが、コロナ禍(2020
年)以降より顕著となっている。
埼玉県は住みたい街(駅)としても、子育て世代から
注目度が高い。株式会社リクルートの調査によると
「住みたい街（駅）ランキング2022（首都圏版）」では、
大宮や浦和等が上位にランクインしている。さらに
「夫婦と子供世
帯」では、3位に
大宮、4位に浦和、
7位にさいたま新
都心、21位に川
越、31位に和光
市、38位に川口
がランクインして
おり、その順位は
全体と比較すると、
大宮の同順位を除いて上昇している。このことからも、
埼玉県は子育て世代からの人気が高いことが窺える。
埼玉県、特にさいたま市は、なぜ子育て世代から選

ばれるのだろうか。「令和3年度さいたま市民意識調
査」における「さいたま市民が今の地域を選んだ理
由」では、理由は大きく２つに分けられる。
１つ目は「生活（交通）の利便性」である。「交通の
便が良いから（31.5%）」、「買い物など生活に便利だ
から(18.3%)」、「都心に近いから（14.3%)」などが
挙げられている。
２つ目は「住環境の良さ」である。「周囲が静かで
落ち着けるから（13 .5%)」、「治安がよいから
（12.0%)」や、「住宅・家賃の価格が適していたから
（25.3%)」など住環境とその価格が挙げられている。
以上から、都心に近く通勤圏内であるなどの「生活

（交通)の利便性」や、自然豊かで長閑な地域も多く、

東京都と比較すると住居費も安価であるなどの「住
環境の良さ」を起因とした「暮らしやすさ」が子育て
世代から選ばれる理由といえる。

②就職を契機に転出する若者
2021年に転出超過を記録しているのは、若者(15

～24歳)のみである。これは進学や就職が理由と考え
られるが、転出超過数は進学が多い15～19歳層より
も、20～24歳層の方が多いため、就職が転出の主な
理由になっていると推測される。
では、東京都内等の企業への就職に伴い転出する
若者は、なぜ県内企業に就職をしないのであろうか。
株式会社マイナビの調査によると、地元就職を希望し
ない理由は、「都会の方が便利だから（41.4%）」が最
も多く、次いで「志望する企業がないから（36.1%）」、
「実家に住みたくない（離れたい）から（33.0%）」の回
答が多い。若者が東京都内等の企業へ就職する理由
は、若者の希望に見合う仕事が多いことに加えて、若
者の好む商業施設、交通網等の充実や地元から離れ
たい、若者の都会への憧れなどの心理的な要因も大
きいことが窺える。

これらのことから、コロナ禍における東京都の人口
移動には、子育て世代とその子供を中心とした転出
超過のトレンドがあり、コロナ禍は新しい生活様式の
普及等による都外への住み替え需要など、新たな人
口移動の要因を生み出したといえるだろう。　
2022年に入ると、緊急事態宣言の解除等の影響

もあり、その転出超過数は減少基調にあり、このトレ
ンドはコロナ禍終息に伴い、ある程度、落ち着いてい
くことが想定されるが、その後も都外への住み替え
需要は、一定数は存在していくと考えられる。

子育て世代とその子供は東京都からどこに転出
しているのだろうか。子供の人口移動から、子供と
その親となる子育て世代の転出先を見ていく。
2021年の東京都からの子供（0～14歳層）の転
出先をみると、転出者数が最も多いのは、神奈川県、
次いで埼玉県、千葉県となっている。この3県への
転出者数の合計は、東京都の子供の転出者数の
約52％を占める。　
また、東京都から3県への子供の各転出者数の
推移はコロナ禍以降、増加している。その要因は、
さいたま市が「交通（生活）の利便性」や「住環境の
良さ」を理由に選ばれているように、東京都に近い
という「交通（生活）の利便性」と新しい生活様式
や子育てを背景に、長閑で落ち着ける環境、部屋の
広さ、安価な住居費等の「住環境の良さ」など、居
住地としての「暮らしやすさ」求めて、3県に転出し

東京都の人口移動は、コロナ禍で変化が見られる。
その変化は埼玉県の人口動向にも影響するため、次
に東京都の人口移動を見てみよう。
東京都の全国からの転入超過数はコロナ禍以降、
大きく減少しており、東京都の人口一極集中が修正
されつつある。転出者数と転入者数に分けて見ると、
転出者数の増加と転入者数の減少が見られる。コロ
ナ禍により東京都への人口移動が抑制されたこと
（転入者数減）と、テレワークなど新しい生活様式の
普及により通勤頻度が少なくなるなどを理由に、都外
への住み替えが増えたこと（転出者数増）の双方が
転入超過数の減少に繋がっていると考えられる。

東京都ではコロナ禍以降、子育て世代となる30～
44歳層が転入超過から転出超過に転じており、転出
超過数は増加している。その子供（0～14歳層）も転
出超過にあり、特に0～4歳層の2021年の転出超過
数はコロナ禍前に比べ、2倍以上に拡大している。　
一方で、若者の転入超過数は減少しているものの、

コロナ禍以降も20～24歳層は5万人程度の転入超
過にあり、15～19歳層の2021年の転入超過数は、
コロナ禍前の水準近くまで回復している。若者の移
動は就職や進学、心理的な要因によることが多いこ
とから、コロナ禍においても転入超過は継続したと考
えられる。

ていることにあると考えられる。

埼玉県は就職や進学を理由に若者が東京都に転
出している一方で、子育て世代から居住地として選
ばれている。そしてコロナ禍以降、東京都からの子育
て世代の転入はより目立つようになり、その移動理由
のひとつは、埼玉県の「暮らしやすさ」である。　
埼玉県が人口減少の課題を乗り越えていくために

は、子育て世代の需要を捉えた暮らしやすい地域づ
くりをしていくことで、今後も継続して子育て世代から
選ばれることが重要である。
近年の子育て世代の特徴は、共働き世帯が増加し

ていることである。共働きの子育て世代にとって課題
となるのが、仕事と子育ての両立である。この両立が
図れないと仕事を辞めざるを得ないなど、経済的にも
暮らしに与える影響が大きい。子育て世代にとっての
暮らしやすさには、働きやすい地域づくりが欠かせな
いと考えられる。
これらを踏まえて、子育て世代が暮らしやすい埼玉
県の実現に向けた施策展開を考えてみたい。
①住環境の整備
子育て世代を呼び込むためには、子育て世代が暮

らしやすい住宅の供給と住環境の形成が必要である。
埼玉県は「子育て応援分譲住宅（マンション）認定
制度」において、間取りや近隣の環境など、子育てに

配慮した戸建分譲住宅団地やマンションの認定を行
うことで、子育てしやすい住環境の形成に取り組んで
いる。既に129棟（戸建分譲住宅団地77棟、マンショ
ン52棟）を認定しており、その情報を埼玉県HPで公
開している。
また子育ての観点からだけでなく、テレワーク等の
普及からも住環境へのニーズは拡大している。テレ
ワークは子育てと仕事の両立への寄与が期待される
が、子供がいる自宅では仕事に集中できる場所の確
保等が困難な場合があるなどの課題もある。これら
の課題を解消するためには、地域のテレワーク施設
の拡充や、その情報発信にも取り組む必要がある。
埼玉県ではテレワークポータルサイトを運営し、テレ
ワーク施設の情報を地域ごとに公開をしている。オ
フィスや自宅だけでなく、家の近所でも働ける環境を
整えることで職住近接が実現し、子育てと仕事の両
立が図れる住環境に繋がる。　
今後は、子育てだけでなくテレワーク等も考慮し、
仕事や子育ての両立が図れる住環境を実現していく
ことで、新しい生活様式の浸透による子育て世代の
住み替え需要を捉えていくことが重要である。
②保育サービスの充実
次に仕事と子育ての両立には、保育サービスの拡
充が重要である。保育サービスの充実度合は仕事の
就業形態や進退に関わる大きな問題となるからだ。
埼玉県の保育所の待機児童数は296人（令和4年4
月1日時点）で、4年連続減少しており解消されつつ
ある。一方で就業形態の多様化から、保育時間など
保育サービスへのニーズは拡大している。今後は保
育サービスの量の拡充とともに、多様なニーズに対
応できるよう質の拡充も求められる。
埼玉県は、地域の保育所における多様な保育

サービスを推進するために、市町村が実施する「延
長保育促進事業」や「一時預かり事業」の経費の
一部を補助している。また市町村では、さいたま市
や川越市、越谷市等で設置している「送迎保育ス

テーション」が注目をされている。これは駅前などに
待機室としての保育室を設置して、そこから専用バ
スで複数の保育所への送迎と、それに伴う保育を
提供する事業である。送迎の負担が軽減されるだ
けでなく、延長保育の役割も担うため、柔軟な働き
方が可能となる。
さらに、子育ては保育所を卒所した後も続く。そこ
で受け皿となるのが、放課後児童クラブである。こ
れは共働き等の家庭の小学生を対象に、労働等で
保護者が放課後や休日など家庭にいない場合に、
家庭に代わる生活の場を提供することで、仕事と子
育ての両立支援を図る施設である。ここでも待機児
童が課題となっている。埼玉県は市町村の施設整
備費の補助等を実施しているものの、令和3年度の
待機児童数は1,230人であり、施設整備は道半ば
の状況である。また一般的に保育所は19時まで開
所（延長保育含む）している施設が多いが、厚生労
働省によると、全国で18時30分以降も開所してい
る放課後児童クラブは全体の約60％に止まってい
る。このように保育所と比較すると拡充が遅れてい
る状況であるため、今後は子供が就学後も円滑に
仕事を続けられるよう放課後児童クラブの拡充が
より一層求められる。
以上のように、保育サービスを拡充していくことで、

自ら希望する働き方で仕事と子育て等の両立が図れ
る社会の実現が、子育て世代にとっての暮らしやす
い地域づくりに繋がると考える。

埼玉県の魅力は暮らしやすさにある。その魅力を
更に深化させていくためには、子育て世代が仕事と
子育て等のワークライフバランスの調和が図れる地
域づくりが求められる。暮らしやすい埼玉県を実現す
ることで、より多くの人に「住むなら埼玉県」と、埼玉
県を居住地に選んでもらうことが、将来予想されてい
る人口減少問題への対応の一助となるのではないだ
ろうか。　　　　　　　　　　　　　  （西嶋　拓）
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